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第５章 障がい福祉サービス等の見込量 

 

数値は、年間延数を 12で除した値。 

「人分」とは、一月あたりの利用人数をいいます。 

「時間分」とは、一月あたりのサービス提供時間総数をいいます。 

「人日分」とは、一月あたりの利用総日数をいいます。 

 

１ 訪問系サービス 

⑴ サービスの概要 

サービス名 サービス内容 対象者 

居宅介護 
自宅にヘルパーを派遣し、入浴・排泄・食事の介

護等を行う。 
区分 1以上の方 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者・知的障がい者及び精神

障がい者で、常に介護を必要とする人に、自宅

で入浴・排泄・食事の介護・外出時における移動

支援などを総合的に行う。 

区分 4以上の方 

※他に要件あり 

同行援護 

重度の視覚障がい者の外出時における必要な

視覚的情報の支援や移動の援護、排泄、食事等

の援助を行う。 

「同行援護アセスメント調

査票」等により、基準を満た

す方 

※他に要件あり 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動すると

きに、危険を回避するために必要な支援・外出

支援を行う。 

区分3以上の知的・精神障

がい者の方 

※他に要件あり 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複

数のサービスを包括的に行う。 

区分 6 で意思疎通に著し

い困難を有する方 

※他に要件あり 

※区分とは、障害支援区分を指します。 
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⑵ サービスの見込量 

居宅介護・行動援護については、新規の手帳取得者の伸びと地域生活への移行を推進することを考慮

すると、今後も需要が高くなることが予想されます。 また、重度障がい者の地域生活への移行や、重い障

害があっても福祉サービスを利用しながら家族との生活の継続を希望する事案などを考慮すると、重度

障害者等包括支援についても増加すると予想されます。 

 

（年間合計を１２で除した 1 ヶ月当たりの見込量） 

サービス名 見込むもの 
実績 見込量 

R4 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ8 

居宅介護 
利用時間（時間） 3,391 3,486 3,584 3,684 

利用者数（人） 221 231 241 252 

重度訪問介護 
利用時間（時間） 1,787 2,000 2,200 2,400 

利用者数（人） 4 4 4 5 

同行援護 
利用時間（時間） 114 135 161 191 

利用者数（人） 11 13 15 17 

行動援護 
利用時間（時間） 1,268 1,287 1,306 1,325 

利用者数（人） 23 23 24 24 

重度障害者等 

包括支援 

利用時間（時間） 1,520 1,520 1,520 1,520 

利用者数（人） 6 6 6 6 

 

⑶ サービス確保の施策 

障がい者が、住みなれた地域や家庭で安心して暮らすため、訪問系サービスは、重要なサービ

スとして位置づけられ、今後もより一層必要性が増すサービスであるため、以下の点により利用

の促進及び障がい福祉サービスの資質向上を図ります。 

 

・ 安定的にサービスの提供ができるように、指定事業所の確保と、一定の障がいに特化しない統

一的なサービスの提供体制の充実を図ります。 

・ サービス提供の適正化を図り、かつ、きめ細かいサービスの提供を行うため、計画相談支援事

業を活用し、適正・適切な支給量を定期的に検証し、自立支援策の向上を図ります。 

・ サービス提供の一元化が図れるよう助言、指導を進めます。 

・ 自立支援協議会をはじめとする関係機関と連携を密にし、上小圏域として必要な社会資源の

整備を推進します。 
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２ 日中活動系サービス 

⑴ サービスの概要 

サービス名 サービス内容 対象者 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間の入浴・排

泄・食事の介護等を行うとともに、創作活動又

は生産活動の機会を提供する。 

区分 3以上の方 

(入所を伴う場合 4以上) 

50歳以上は区分 2以上 

(入所を伴う場合 3以上） 

自立訓練 

自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、身体機能又は生活能力の向上の

ために必要な訓練等を行う。 

希望する方 

（認定調査は必須） 

就労移行支援 

就労を希望する人に生産活動、その他の活動

の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及

び能力向上のために必要な訓練等を行う。 

65歳未満の希望する方 

（認定調査は必須） 

※利用期間上限あり 

就労継続支援 

一般企業等に雇用されることが困難な人に、

就労の機会を提供するとともに、生産活動の

ための活動の機会の提供を通じて、その知識

及び能力向上のために必要な訓練等を行う。 

A型：65歳未満 

B型：雇用に結びつかない方 

（認定調査は必須） 

就労定着支援 
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、

事業所・家族との連絡調整等の支援を行う。 

就労移行支援等の利用を経

て一般就労へ移行した障が

い者で、環境変化により生活

面の課題が生じている方 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関

で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び

日常生活の支援を行う。 

区分 6 の方で気管切開を伴

う人工呼吸器による呼吸管

理を行っている方。 

筋ジストロフィー患者又は重

症心身障がい者で区分 5以

上の方。 

短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め施設で入浴・排泄・食事の介

護等を行う。 

区分 1以上の方 
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⑵ サービスの見込量 

市民意向調査から、就労に向けての訓練は利用したいサービスとして希望が多く、福祉施設か

らの一般就労を推進する考えからも増加が予想されます。 

また、令和 6年度以降に障がいを持つ人が自身のスキルや適性、希望に合う就労先につなげる

ことを目的とした、「就労選択支援（仮称）」サービスの導入が予定されています。  

就労後の生活面の課題に対応するためのサービスである「就労定着支援」は就労定着に資する

ものとして利用を促進していく方向であるため、増加が見込まれます。 

短期入所など、感染症対策のため利用が減少したサービスは、今後、以前の利用量に戻るもの

と予想されます。 

 

（年間合計を１２で除した 1 ヶ月当たりの見込量） 

サービス名 見込むもの 
実績 見込量 

R４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

生活介護 
利用日数（人日分） 8,981 9,159 9,340 9,525 

利用者数（人） 457 466 475 485 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用日数（人日分） 9 13 19 27 

利用者数（人） 1 1 2 3 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用日数（人日分） 410 427 444 462 

利用者数（人） 25 26 28 29 

就労移行支援 
利用日数（人日分） 638 693 752 817 

利用者数（人） 37 41 44 49 

就労継続支援 

(A型) 

利用日数（人日分） 1,026 1,286 1,613 2,022 

利用者数（人） 55 68 84 104 

就労継続支援 

(B型) 

利用日数（人日分） 7,386 7,615 7,851 8,094 

利用者数（人） 440 454 467 481 

就労定着支援 利用者数（人） 11 18 32 55 

療養介護 利用者数（人） 33 32 32 32 

短期入所（福祉型） 
利用日数（人日分） 172 192 215 240 

利用者数（人） 17 19 21 23 

短期入所（医療型） 
利用日数（人日分） 33 37 41 45 

利用者数（人） 5 7 9 11 
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⑶ サービス確保の施策 

日中活動系サービスについては、障がい者の状況に応じた介護や身近な地域における日中活動

の場として重要な位置づけであり、自立や社会復帰を目指す上での就労訓練など、住みなれた地

域や家庭で自立し、安定した生活を送るためのサービスが提供されています。今後は、以下の点

により利用の促進及び障がい福祉サービスの資質向上を図ります。 

 

・ 就労支援については、関係機関の連携を強化し、福祉就労や一般企業への採用枠の確保等、障

がい者の就労が円滑に進むよう基盤体制の整備に努めます。 

・ 一般就労へ結びつけるため、就労アセスメントを行い適切なサービス提供により支援をしつ

つ、就労が困難な障がい者においては、個人の適性に合わせた日中活動の場が提供できるよう

調整します。 

・ 特別支援学校卒業生等の若年層における就労先や日中活動の場を確保するため、学校、ハロー

ワーク、上小圏域障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所との連携を図り、早期段階

から適切な対応を進めます。 

・ 自立支援協議会をはじめとする関係機関と連携を密にし、上小圏域として必要な社会資源の

整備を推進します。 

・ 日中活動系サービス等の通所者に対して、意欲の向上と経済的負担の軽減策として、市独自の

通所費補助を行います。 

・ 令和 6 年度以降に導入が予定されている、障がいを持つ人の能力や希望に応じて適切な就労

につなげることを目的とした、「就労選択支援（仮称）」サービスの利用を考慮しながら、適切

な支援に努めます。 

 

３ 居住系サービス 

⑴ サービスの概要 

サービス名 サービス内容 対象者 

自立生活援助 
定期的な巡回訪問や随時対応を一定期間行

う。 

施設入所やグループホーム

等から一人暮らし等を希望

し移行した方 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や

日常生活上の援助や介護を行う。 

区分 1の方等 

（認定調査は必須） 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排泄・

食事の介護等を行う。 

区分 4以上の方 

（５０歳以上は区分3以上） 
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⑵ サービスの見込量 

施設入所者の地域生活の移行及び退院可能な精神障がい者の地域生活移行を考慮すると、サテ

ライト型を含め共同生活援助の需要は、今後も増加が予想されます。 

また、安心して地域で生活できるよう支援を行う「自立生活援助」の利用については、地域資

源の少なさから微増が見込まれます。 

施設入所支援については、これまでの施設入所者数を上回らないように微減を目標とし、施設

入所が必要となる待機者の調整を行いながら、利用者も微減を見込みます。 

令和 4年度以降、市内でも日中サービス支援型のグループホーム（共同生活援助）のサービス

提供が行なわれており、自立支援協議会と連携しながら利用者への適切な支援に努めます。 

 

（年間合計を１２で除した 1 ヶ月当たりの見込量） 

（注）施設入所支援の利用者数について 

本計画の成果目標「福祉施設入所者の地域生活への移行」に記載の数値は、年度末時点での現入所者数（利用床数）

である一方、上記見込量記載の数値は、年度内に施設入所を利用した人数です。１人が退所して空床となったところに１人

が入所した場合、年度末時点の入所者（利用床数）は１ですが、年度中の利用者数は２と数えることになります。 

そのため、成果目標と本頁の数値は一致していません。 

 

⑶ サービス確保の施策 

地域における生活の定着を図るためには、障がい者自らによる地域生活スタイルの選択が重要

となります。また、不安要素の軽減を図るためには生活体験等の事前準備は必要であり、「周囲の

支援」、「地域の理解」も含め支援を進めることが重要となります。今後は以下の点により利用の

促進及び障がい福祉サービスの資質向上を図ります。 

 

・ 相談支援事業を活用し、早期の段階からの支援と、地域での定着が万全になるまでの支援を行

います。 

・ 定期的にモニタリングを行い、障がい者の自立支援策の向上を図ります。 

・ 一人暮らしでも安心して生活できるよう自立生活援助を活用します。 

・ 地域住民への理解と自治会等への啓発促進に努めます。 

・ 身近なグループホームや宿泊型自立訓練等で宿泊体験を行い、地域移行を段階的に進めます。 

・ 自立支援協議会をはじめとする関係機関と連携を密にし、上小圏域として必要な社会資源の

整備を推進します。 

サービス名 見込むもの 
実績 見込量 

R４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

自立生活援助 利用者数（人） 8 8 9 9 

共同生活援助 利用者数（人） 202 208 215 221 

施設入所支援 利用者数（人） 193 192 192 191 
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４ 相談支援事業 

⑴ サービスの概要 

サービス名 サービス内容 対象者 

計画相談支援 

障がい福祉サービスの支給決定前からサービ

ス等利用計画を作成し、支給決定後もサービ

ス等の利用状況の検証を行い、各計画の見直

しを行う。 

障がい福祉サービスまたは

地域相談支援を利用する

全ての障がい者が対象。 

地域移行支援 

住居の確保等、地域生活に移行するために必

要となる活動について相談と支援を行う。また、

地域での生活のために障がい福祉サービス事

業所等への同行支援も行う。 

障がい者支援施設等に入

所している障がい者、精神

科病院に入院している精神

障がい者が対象。 

地域定着支援 

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起

因して生じた緊急の事態等に対して、相談等を

行う。 

居宅において単身生活をす

る障がい者、家庭の状況等

から家族の支援を受けられ

ない障がい者が対象。 

 

⑵ サービスの見込量 

新規利用者の計画相談をはじめ、既にサービス等利用計画のある方への計画相談支援の質の確

保が求められています。 

地域移行支援は、入所や入院をしている障がい者の計画的な地域移行に向けて見込み数を設定

しています。また、地域定着支援は、地域生活支援拠点の機能充実を考慮し、見込量を設定しま

す。 

 

（年間合計を１２で除した 1 ヶ月当たりの見込量） 

サービス名 見込むもの 
実績 見込量 

R４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

計画相談支援 利用者数（人） 456 485 516 549 

地域移行支援 利用者数（人） 3 4 7 10 

地域定着支援 利用者数（人） 136 150 165 182 
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⑶ サービス確保の施策 

障がい福祉サービス等の利用者全員に、よりきめ細かく各々の障がい特性に合わせたサービス

等利用計画の作成を実施します。 

また、単身で地域生活を送る障がい者に対して、常時の連絡体制の整備が求められていること

から、今後は以下の点により利用の促進及び障がい福祉サービスの資質向上を図ります。 

 

・ 上小圏域市町村との連携により、相談支援事業者の設置を促進します。 

・ 指定特定相談支援事業所等の実地指導を行い、相談支援事業者による計画相談支援サービス

の質の確保と自立支援給付の支給の適正化を図ります。 

・ サービスの利用計画の調整、作成、モニタリングにわたる一連の支援が継続的に提供されるよ

う、関係機関の連携を強化して、相談支援体制の整備やネットワークの構築に努めます。 

・ 自立支援協議会をはじめとする関係機関と連携を密にし、上小圏域として必要な社会資源の

整備を推進します。 

・ 基幹相談支援センターを中核とした、サービス等利用計画の精査ときめの細かいサービス提

供及び相談支援事業所（ケアマネジメント）連絡会の継続開催により、サービス等利用計画及

び事業者の質の確保を図ります。 

・ 地域移行支援と地域定着支援を担う一般相談支援事業所の確保を関係機関と連携して推進し

ます。 
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５ 障がい児支援 

⑴ サービスの概要  

サービス名 サービス内容 対象児 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練などの支援を行う。 

集団療育及び個別

療育が必要と認め

られた障がい児 

医療型 

児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的

管理下での支援が必要な児童に対して、児童発達支援及

び治療を行う。 

18歳未満の 

障がい児 

放課後等 

デイサービス 

放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のための訓練等を継続的に提供し、自立を促進するととも

に、居場所づくりを行う。 

小学 1年生から高

校 3年生までの障

がい児 

保育所等 

訪問支援 

障がい児以外の児童との集団生活に適応することができる

よう、保育所等を訪問し、障がいの状況、集団での生活環境

に応じて適切かつ効果的な支援を行う。 

保育所その他の児

童が集団生活を営

む施設に通う障が

い児 

居宅訪問型 

児童発達支援 

障がい児の居宅を訪問して、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与等の発達支援を行う。 

重度の障がい等の

状態にあって外出

することが著しく困

難な障がい児 

福祉型 

児童入所支援 

入所施設において、在宅生活が困難な障がい児に対して、

保護、日常生活の指導及び自立生活に必要な知識や技能

の付与を行う。 

18歳未満の 

障がい児 

医療型 

児童入所支援 

入所施設において、医療的ケアを必要とする児童に対して、

保護、日常生活の指導及び自立生活に必要な知識や技能

の付与及び治療を行う。 

18歳未満の 

障がい児 

障害児相談支援 
障害児支援利用計画を作成し、支援開始後、一定期間ごと

にモニタリングを行う等の支援を行う。 

障がい児支援の利

用を希望する障が

い児 
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⑵ サービスの見込量    

児童発達支援センターは、通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、「地域に

いる障がい児や家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの

地域支援を実施しており、今後も利用する障がい児の増加が予想されます。 

障がい児の放課後支援は喫緊の課題であり、社会資源となる放課後等デイサービス事業所の確

保や充実も必要であることから、増加を見込みます。 

 

（年間合計を１２で除した 1 ヶ月当たりの見込量） 

サービス名 見込むもの 
実績 見込量 

R４ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

児童発達支援 

利用日数（人日分） 1,018 1,039 1,061 1,083 

利用児童数（人） 80 88 96 105 

医療型児童発達支援 

利用日数（人日分） 57 77 103 138 

利用児童数（人） 6 10 15 24 

放課後等デイサービス 

利用日数（人日分） 2,016 2,348 2,735 3,186 

利用児童数（人） 259 310 371 444 

保育所等訪問支援 

利用日数（人日分） 2 2 2 2 

利用児童数（人） 2 2 2 2 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用日数（人日分） 0 1 2 3 

利用児童数（人） 0 1 2 3 

福祉型児童入所支援 利用児童数（人） 0 1 1 1 

医療型児童入所支援 利用児童数（人） 8 8 8 8 

障害児相談支援 利用児童数（人） 110 123 137 153 

医療的ケア児に対する 

関連分野の支援を調整 

するコーディネーター 

配置人数（人） 3 3 3 3 
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⑶ 障がい児の子育て支援等のニーズを踏まえた提供体制の整備 

児童発達支援センター等における地域支援を推進し、保育所や認定こども園、放課後児童健全

育成事業（放課後児童クラブ）、幼稚園、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に協力で

きるような体制を構築することにより、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の

推進を図る必要があります。 

 

⑷ サービス確保の施策 

① 児童発達支援センターを中核とした地域支援体制の整備 

障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った上で、地域における中

核的な支援施設として位置づけ、児童発達支援事業者等と緊密な連携を図り、重層的な障がい児

支援の体制整備を図ります。 

特に、市内にある 2 か所の児童発達支援センターの利用にあたっては、慢性的に飽和状態が続く

ことから、圏域の課題と捉え、利用が必要な障がい児が優先的に利用できるように、利用調整を引き

続き実施します。 

さらに、障がいがあっても保育所等の利用ができるように、保育所等訪問支援等の実施体制の充

実を図ります。 

② 子育て支援に係る施策との連携 

障がい児支援の体制整備に当たっては、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援策との緊密

な連携を図る必要があります。また、障がい児の早期発見・支援を進めるために、母子保健施策との

緊密な連携を図るとともに、保育や子育て・子育ち支援担当との連携を図ります。 

③ 教育との連携 

障がい児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時における支援が円滑に移行されるこ

とを含め、学校、障がい児通所支援事業所、障がい福祉サービス提供事業所が緊密な連携を図ると

ともに、教育委員会部局との連携を推進します。 

さらに、学齢児を対象とした放課後支援の充実を推進します。 

④ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

医療的ケアが必要な障がい児に対する支援の基盤整備の強化を図ります。 

さらに、退院後に安心して地域で生活することができるように、保健、福祉、医療、教育等の関係機

関によるチームでの支援体制を整備する等、共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制の構

築を図るとともに、必要となる支援を調整するコーディネーターの配置を図ります。 

なお、重度の障がい等の状態にあって、外出することが著しく困難な障がい児に、居宅を訪問して

発達支援が提供できるように、関係機関と連携して支援体制の構築を図ります。 

さらに、虐待を受けた障がい児に対しては、専門機関と連携し、状況に応じた療育や心理的ケアと

いった、きめ細かな支援を提供します。 


